
議案第１７１号 

 

京丹後市網野高齢者すこやかセンター条例の一部改正について 

 

京丹後市網野高齢者すこやかセンター条例の一部を改正する条例を別記のように定める。 

 

令和７年１１月２８日提出 

 

京丹後市長 中 山  泰 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

浴室の使用料の見直しを行うため、所要の改定を行うものである。 
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（別記） 

京丹後市網野高齢者すこやかセンター条例の一部を改正する条例 

京丹後市網野高齢者すこやかセンター条例（平成１６年京丹後市条例第１３６号）の一部を次のように改正する。 

別表の３の表中「１８０」を「２３０」に、「２７０」を「３５０」に、「５４０」を「５５０」に改める。 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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京丹後市網野高齢者すこやかセンター条例(平成16年京丹後市条例第136号)新旧対照表 

現行 改正案 

京丹後市網野高齢者すこやかセンター条例 京丹後市網野高齢者すこやかセンター条例 

平成16年4月1日 平成16年4月1日 

条例第136号 条例第136号 

本則 （略） 本則 （略） 

別表(第9条、第15条関係) 別表(第9条、第15条関係) 

1 網野高齢者すこやかセンター使用料 （略） 1 網野高齢者すこやかセンター使用料 （略） 

2 附属設備の使用料 （略） 2 附属設備の使用料 （略） 

3 浴室の使用料(15：00～19：00) 3 浴室の使用料(15：00～19：00) 

利用者の別 単位 使用料(円) 

60歳以上の市民 1人につき1回 180 

60歳未満の市民 1人につき1回 270 

市外に居住する者 1人につき1回 540 
 

利用者の別 単位 使用料(円) 

60歳以上の市民 1人につき1回 230 

60歳未満の市民 1人につき1回 350 

市外に居住する者 1人につき1回 550 
 

備考 （略） 備考 （略） 

    附 則 

  この条例は、令和8年4月1日から施行する。 
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年 月

（パブリックコメントを実施した場合は、その結果等を含む。）

　≪財源措置の状況≫ （単年度事業でない場合は、全体事業の見込状況を記入） (単位：千円)

○その他の計画(該当する場合のみ)

有・無

策定年度

　令和8年4月1日から施行する。 計画期間

担当部局 担当課 添付資料（有の場合は、その名称）

健康長寿福祉部 長寿福祉課

　≪提案に至るまでの経緯≫ 　≪総合計画等の整合≫

R7.10.31　例規審査委員会で改正条例案について審査
R7.11.8　利用者に対する説明会を開催

まちづくり
27の施策 4 健やかで生きがいのある健康長寿のまちづくり

計画名称

　≪政策等の実施時期≫

　≪政策等の必要性≫ 　≪将来にわたる効果及び経費の状況≫

　収支の赤字が拡大していく傾向にある中、浴室の使用料（温泉入浴料）
の見直しを行うことで、収支における赤字額の改善を図る必要がある。

　浴室の使用料（温泉入浴料）の見直しを行うことで、収支における赤字
額の改善につながる。

　【参考】令和8年度収支見込

　≪政策等の概要≫ 　≪市民参加の状況≫

　入浴を中心とした施設である京丹後市網野高齢者すこやかセンターにつ
いては、近年の光熱費を始めとする物価高騰や賃金の上昇等により、維持
管理経費が増加している現状を踏まえ、浴室の使用料（温泉入浴料）の見
直しを行うため、所要の改正を行うものである。

　　　　　　　○ 浴室の使用料（温泉入浴料）

有　・　無

総事業費 国庫支出金 府支出金 市債 その他 一般財源

【議会基本条例第8条第1項関係】

議案の
件　名

議案第１７１号
京丹後市網野高齢者すこやかセンター条例の一部を
改正する条例

政策等
の区分

計画　・　事業　・　条例

その他（　 　　　　　　）
政策等の形成過程の説明資料

令和 7 12  定 例 会
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